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銀行法（昭和五十六年六月一日法律第五十九号）（抄） 

 

  （許可）  

第五十二条の三十六  銀行代理業は、内閣総理大臣の許可を受けた者でなければ、営むことができない。  

２  銀行代理業者は、所属銀行の委託を受け、又は所属銀行の委託を受けた銀行代理業者の再委託を受ける

場合でなければ、銀行代理業を営んではならない。  

３ （略） 

 

（分別管理）  

第五十二条の四十三  銀行代理業者は、第二条第十四項各号に掲げる行為（以下この章において「銀行代理

行為」という。）に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けた場合には、内閣府令で定めるところに

より、自己の固有財産と分別して管理しなければならない。  

 

  （顧客に対する説明等）  

第五十二条の四十四  銀行代理業者は、銀行代理行為を行うときは、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる

事項を明らかにしなければならない。  

  一  所属銀行の商号  

  二  第二条第十四項各号に規定する契約の締結を代理するか、又は媒介するかの別  

  三  その他内閣府令で定める事項  

２  銀行代理業者は、第二条第十四項第一号に掲げる行為（特定預金等契約の締結の代理及び媒介を除く。）

に関し、預金者等の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、預金又は定期積金等に係る契約

の内容その他預金者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。  

３  前二項及び第五十二条の四十五の二並びに他の法律に定めるもののほか、銀行代理業者は、内閣府令で

定めるところにより、その銀行代理行為に係る重要な事項の顧客への説明、その銀行代理行為に関して取

得した顧客に関する情報の適正な取扱いその他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなけれ

ばならない。  

 

  （銀行代理業に係る禁止行為）  

第五十二条の四十五  銀行代理業者は、銀行代理業に関し、次に掲げる行為（特定預金等契約の締結の代理

又は媒介の業務に関しては、第五号に掲げる行為を除く。）をしてはならない。  

  一  顧客に対し、虚偽のことを告げる行為  

  二  顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのある

ことを告げる行為  

  三  顧客に対し、当該銀行代理業者又は当該銀行代理業者の子会社その他当該銀行代理業者と内閣府令で

定める密接な関係を有する者（次号において「密接関係者」という。）の営む業務に係る取引を行うこと

を条件として、資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為（顧客

の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。）  

  四  当該銀行代理業者の密接関係者に対し、取引の条件が所属銀行の取引の通常の条件に照らして当該所

属銀行に不利益を与えるものであることを知りながら、その通常の条件よりも有利な条件で資金の貸付

け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介をする行為（所属銀行の業務の健全かつ適切

な遂行に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。）  

  五  前各号に掲げるもののほか、顧客の保護に欠け、又は所属銀行の業務の健全かつ適切な遂行に支障を

及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為 

 

  （銀行代理業者に対する指導等）  

第五十二条の五十八  所属銀行は、銀行代理業者が営む銀行代理業に関し、内閣府令で定めるところにより、

銀行代理業に係る業務の指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。  

２ （略） 
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  （所属銀行等の賠償責任）  

第五十二条の五十九  所属銀行は、銀行代理業者がその銀行代理行為について顧客に加えた損害を賠償する

責任を負う。  

２  前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。  

  一  所属銀行の委託を受けた銀行代理業者が行う銀行代理行為については、所属銀行が当該委託をするに

ついて相当の注意をし、かつ、当該銀行代理業者が行う銀行代理行為について顧客に加えた損害の発生

の防止に努めたとき。  

  二  （略） 

３  （略） 

４  第一項の規定は所属銀行から銀行代理業者に対する求償権の行使を妨げず、また、前項の規定は銀行代

理業再委託者から銀行代理業再受託者に対する求償権の行使を妨げない。  

５  民法第七百二十四条（不法行為による損害賠償請求権の期間の制限）の規定は、第一項及び第三項の請

求権について準用する。 

 

（適用除外）  

第五十二条の六十一  第五十二条の三十六第一項の規定にかかわらず、銀行等（銀行その他政令で定める金

融業を行う者をいう。以下この条において同じ。）は、銀行代理業を営むことができる。  

２  銀行等が前項の規定により銀行代理業を営む場合においては、当該銀行等を銀行代理業者とみなして、

第十三条の二、第二十四条、第二十五条、第三十八条、第四十八条、第五十二条の三十六第二項及び第三

項、第五十二条の三十九から第五十二条の四十一まで、第五十二条の四十三から第五十二条の五十六まで、

前三条、次条第四項、第五十六条（第十一号に係る部分に限る。）並びに第五十七条の七第二項の規定並び

にこれらの規定に係る第九章の規定を適用する。この場合において、第五十二条の五十六第一項中「次の

各号のいずれか」とあるのは「第四号又は第五号」と、「第五十二条の三十六第一項の許可を取り消し、又

は期限を付して銀行代理業の全部若しくは」とあるのは「期限を付して銀行代理業の全部又は」とするほ

か、必要な技術的読替えは、政令で定める。  

３  銀行等は、銀行代理業を営もうとするときは、第五十二条の三十七第一項各号に掲げる事項を記載した

書類及び同条第二項第二号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。 

 

 

 

 

銀行法施行規則（昭和五十七年三月三十一日大蔵省令第十号）（抄） 

 

（明示事項）  

第三十四条の四十三  法第五十二条の四十四第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる

事項とする。  

  一  銀行代理行為に関して顧客から金銭その他の財産の交付を受けるときは、当該交付を受けることにつ

いての所属銀行からの権限の付与がある旨  

  二  所属銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする銀行代理行為に係る契約につき顧客が

支払うべき手数料と、当該契約と同種の契約につき他の所属銀行に支払うべき手数料が異なるときは、

その旨  

  三  所属銀行が二以上ある場合において、顧客が締結しようとする銀行代理行為に係る契約と同種の契約

の締結の代理又は媒介を他の所属銀行のために行つているときは、その旨  

  四  所属銀行が二以上ある場合は、顧客の取引の相手方となる所属銀行の商号又は名称 

２ （略） 
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保険業法（平成七年六月七日法律第百五号）（抄） 

 

（免許申請手続）  

第四条  （略） 

２  前項の免許申請書には、次に掲げる書類その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。  

  一  定款  

  二  事業方法書  

  三  普通保険約款  

  四  保険料及び責任準備金の算出方法書  

３ （略） 

４  第二項第二号から第四号までに掲げる書類には、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。  

 

  （免許審査基準）  

第五条  内閣総理大臣は、第三条第一項の免許の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうか

を審査しなければならない。  

  一  当該申請をした者（以下この項において「申請者」という。）が保険会社の業務を健全かつ効率的に遂

行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、申請者の当該業務に係る収支の見込みが良好であること。  

二  申請者が、その人的構成等に照らして、保険会社の業務を的確、公正かつ効率的に遂行することがで

きる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有する者であること。  

  三  前条第二項第二号及び第三号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものである

こと。 

    イ 保険契約の内容が、保険契約者、被保険者、保険金額を受け取るべき者その他の関係者（以下「保

険契約者等」という。）の保護に欠けるおそれのないものであること。 

    ロ 保険契約の内容に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 

    ハ 保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、又は誘発するおそれのないも

のであること。 

    ニ 保険契約者等の権利義務その他保険契約の内容が、保険契約者等にとって明確かつ平易に定められ

たものであること。 

    ホ その他内閣府令で定める基準 

  四  前条第二項第四号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる基準に適合するものであること。 

    イ 保険料及び責任準備金の算出方法が、保険数理に基づき、合理的かつ妥当なものであること。 

    ロ 保険料に関し、特定の者に対して不当な差別的取扱いをするものでないこと。 

    ハ その他内閣府令で定める基準 

２  （略） 

 

（事業方法書等に定めた事項の変更）  

第百二十三条  保険会社は、第四条第二項第二号から第四号までに掲げる書類に定めた事項（保険契約者等

の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める事項を除く。）を変更しようとするときは、内

閣総理大臣の認可を受けなければならない。  

２  保険会社は、前項に規定する書類に定めた事項を変更しようとする場合で、同項の内閣府令で定める事

項を変更しようとするときは、あらかじめ当該変更しようとする旨を内閣総理大臣に届け出なければなら

ない。  

 

  （事業方法書等に定めた事項の変更の認可）  

第百二十四条  内閣総理大臣は、前条第一項の認可の申請があったときは、次の各号に掲げる事項について、

当該各号に定める基準に適合するかどうかを審査しなければならない。  

  一  第四条第二項第二号及び第三号に掲げる書類に定めた事項 第五条第一項第三号イからホまでに掲げ

る基準  

  二  第四条第二項第四号に掲げる書類に定めた事項 第五条第一項第四号イからハまでに掲げる基準 
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  （登録）  

第二百七十六条  特定保険募集人（生命保険募集人、損害保険代理店又は少額短期保険募集人（特定少額短

期保険募集人を除く。）をいう。以下同じ。）は、この法律の定めるところにより、内閣総理大臣の登録を

受けなければならない。 

 

（生命保険募集人に係る制限）  

第二百八十二条  生命保険会社（外国生命保険会社等を含む。以下この編において同じ。）は、他の生命保険

会社の生命保険募集人に対して、保険募集の委託をしてはならない。  

２  生命保険募集人は、他の生命保険会社の役員若しくは使用人若しくはこれらの者の使用人を兼ね、又は

他の生命保険会社の委託を受けて保険募集を行い、若しくは他の生命保険会社の委託を受けて保険募集を

行う者の役員若しくは使用人として保険募集を行うことができない。  

３  前二項の規定は、生命保険募集人が二以上の所属保険会社等を有する場合においても、その保険募集に

係る業務遂行能力その他の状況に照らして、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして政令で

定める場合には、適用しない。 

 

（所属保険会社等の賠償責任）  

第二百八十三条  所属保険会社等は、保険募集人が保険募集について保険契約者に加えた損害を賠償する責

任を負う。  

２  前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。  

  一  所属保険会社等の役員である保険募集人（生命保険会社にあっては、当該役員の使用人である生命保

険募集人を含む。）が行う保険募集については、所属保険会社等が当該役員の選任について相当の注意を

し、かつ、これらの者の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。  

  二  所属保険会社等の使用人である保険募集人（生命保険会社にあっては、当該使用人の使用人である生

命保険募集人を含む。）が行う保険募集については、所属保険会社等が当該使用人（生命保険会社の使用

人の使用人を除く。）の雇用について相当の注意をし、かつ、これらの者の行う保険募集について保険契

約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。  

  三  所属保険会社等の委託に基づく特定保険募集人又はその役員若しくは使用人である保険募集人が行う

保険募集については、所属保険会社等が当該特定保険募集人の委託をするについて相当の注意をし、か

つ、これらの者の行う保険募集について保険契約者に加えた損害の発生の防止に努めたとき。  

３  第一項の規定は、所属保険会社等から保険募集人に対する求償権の行使を妨げない。  

４  民法第七百二十四条（不法行為による損害賠償請求権の期間の制限）の規定は、第一項の請求権につい

て準用する。 

 

（顧客に対する説明）  

第二百九十四条  保険募集人は、保険募集を行おうとするときは、あらかじめ、顧客に対し次に掲げる事項

を明らかにしなければならない。  

  一  所属保険会社等の商号、名称又は氏名  

  二  自己が所属保険会社等の代理人として保険契約を締結するか、又は保険契約の締結を媒介するかの別  

  三  その他内閣府令で定める事項 

 

（保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為）  

第三百条  保険会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員（保険募集人である者を除く。）、保険募集人

又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結又は保険募集に関して、次に掲げる

行為（次条に規定する特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介に関しては、第一号に規定する保険

契約の契約条項のうち重要な事項を告げない行為及び第九号に掲げる行為を除く。）をしてはならない。  

  一  保険契約者又は被保険者に対して、虚偽のことを告げ、又は保険契約の契約条項のうち重要な事項を

告げない行為  

  二  保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事項につき虚偽のことを告

げることを勧める行為  

  三  保険契約者又は被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ、又
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は告げないことを勧める行為  

  四  保険契約者又は被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を

消滅させて新たな保険契約の申込みをさせ、又は新たな保険契約の申込みをさせて既に成立している保

険契約を消滅させる行為  

  五  保険契約者又は被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供を約し、又は提供

する行為  

  六  保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約

の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、又は表示する行為  

  七  保険契約者若しくは被保険者又は不特定の者に対して、将来における契約者配当又は社員に対する剰

余金の分配その他将来における金額が不確実な事項として内閣府令で定めるものについて、断定的判断

を示し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げ、若しくは表示する行為  

  八  保険契約者又は被保険者に対して、当該保険契約者又は被保険者に当該保険会社等又は外国保険会社

等の特定関係者（第百条の三（第二百七十二条の十三第二項において準用する場合を含む。第三百一条

において同じ。）に規定する特定関係者及び第百九十四条に規定する特殊関係者のうち、当該保険会社等

又は外国保険会社等を子会社とする保険持株会社及び少額短期保険持株会社（以下この条及び第三百一

条の二において「保険持株会社等」という。）、当該保険持株会社等の子会社（保険会社等及び外国保険

会社等を除く。）並びに保険業を行う者以外の者をいう。）が特別の利益の供与を約し、又は提供してい

ることを知りながら、当該保険契約の申込みをさせる行為  

  九  前各号に定めるもののほか、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める

行為  

２  前項第五号の規定は、保険会社等又は外国保険会社等が第四条第二項各号、第百八十七条第三項各号又

は第二百七十二条の二第二項各号に掲げる書類に基づいて行う場合には、適用しない。 

 

（金融商品取引法の準用）  

第三百条の二  金融商品取引法第三章第一節第五款 （第三十四条の二第六項から第八項まで（特定投資家が

特定投資家以外の顧客とみなされる場合）並びに第三十四条の三第五項及び第六項（特定投資家以外の顧

客である法人が特定投資家とみなされる場合）を除く。）（特定投資家）及び第四十五条（第三号及び第四

号を除く。）（雑則）の規定は保険会社等若しくは外国保険会社等又は保険仲立人が行う特定保険契約（金

利、通貨の価格、同法第二条第十四項に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動によ

り損失が生ずるおそれ（当該保険契約が締結されることにより顧客の支払うこととなる保険料の合計額が、

当該保険契約が締結されることにより当該顧客の取得することとなる保険金、返戻金その他の給付金の合

計額を上回ることとなるおそれをいう。）がある保険契約として内閣府令で定めるものをいう。以下この条

において同じ。）又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約の締結について、

同章第二節第一款（第三十五条から第三十六条の四まで（第一種金融商品取引業又は投資運用業を行う者

の業務の範囲、第二種金融商品取引業又は投資助言・代理業のみを行う者の兼業の範囲、顧客に対する誠

実義務、標識の掲示、名義貸しの禁止及び社債の管理の禁止等）、第三十七条第一項第二号（広告等の規制）、

第三十七条の二（取引態様の事前明示義務）、第三十七条の三第一項第二号及び第六号並びに第三項（契約

締結前の書面の交付）、第三十七条の五（保証金の受領に係る書面の交付）、第三十七条の六（書面による

解除）、第三十八条第一号及び第二号並びに第三十八条の二（禁止行為）、第三十九条第三項ただし書及び

第五項（損失補てん等の禁止）、第四十条の二（最良執行方針等）並びに第四十条の三（分別管理が確保さ

れていない場合の売買等の禁止）を除く。）（通則）の規定は保険会社等、外国保険会社等、保険募集人又

は保険仲立人が行う特定保険契約の締結又はその代理若しくは媒介について、それぞれ準用する。（以下略） 

 

 

 

保険業法施行規則（平成八年二月二十九日大蔵省令第五号）（抄） 

 

第二百二十七条の二  法第二百九十四条第三号に規定する内閣府令で定める事項は、保険募集人の商号、名

称又は氏名とする。 
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（特定保険契約）  

第二百三十四条の二  法第三百条の二に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる保険契約とする。  

  一  第七十四条各号及び第百五十三条各号に掲げる保険契約  

  二  解約による返戻金の額が、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動に

より保険料の合計額を下回ることとなるおそれがある保険契約（前号に掲げるものを除く。）  

  三  保険金等の額を外国通貨をもって表示する保険契約（前二号に掲げるもの及び法第三条第五項第一号 

に掲げる保険に係る保険契約であって、保険者がてん補すべき損害の額を当該外国通貨をもって表示す

るもの（第八条第三項及び第百二十条第三項に規定する積立勘定を設けるものを除き、事業者を保険    

契約者とするものに限る。）を除く。） 

 

※第七十四条、第百五十三条（特別勘定を設けなければならない保険契約） 

 

 

 

金融商品取引法（昭和二十三年四月十三日法律第二十五号）（抄） 

 

（広告等の規制）  

第三十七条  金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するも

のとして内閣府令で定める行為をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示し

なければならない。  

  一  当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名  

  二  金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号  

  三  当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及

ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの  

２  金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府

令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める

事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 

 

（契約締結前の書面の交付）  

第三十七条の三  金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定める

ところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。た

だし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。  

  一  当該金融商品取引業者等の商号、名称又は氏名及び住所  

  二  金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号  

  三  当該金融商品取引契約の概要  

  四  手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価に関する事項であつて内

閣府令で定めるもの  

  五  顧客が行う金融商品取引行為について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に

係る変動により損失が生ずることとなるおそれがあるときは、その旨  

  六  前号の損失の額が顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金その他内閣府令で定めるものの額を上

回るおそれがあるときは、その旨  

  七  前各号に掲げるもののほか、金融商品取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼ

すこととなる重要なものとして内閣府令で定める事項  

２・３ （略） 

 

  （契約締結時等の書面の交付）  

第三十七条の四  金融商品取引業者等は、金融商品取引契約が成立したときその他内閣府令で定めるときは、

遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、書面を作成し、これを顧客に交付しなければならない。ただ

し、その金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を顧客に交付しなくても公益又は投資

者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。  
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２ （略） 

 

（損失補てん等の禁止）  

第三十九条  金融商品取引業者等は、次に掲げる行為をしてはならない。  

  一  有価証券の売買その他の取引（買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で

定める取引を除く。）又はデリバティブ取引（以下この条において「有価証券売買取引等」という。）に

つき、当該有価証券又はデリバティブ取引（以下この条において「有価証券等」という。）について顧客

（信託会社等（信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第一条第一項の認可を受けた金

融機関をいう。以下同じ。）が、信託契約に基づいて信託をする者の計算において、有価証券の売買又は

デリバティブ取引を行う場合にあつては、当該信託をする者を含む。以下この条において同じ。）に損失

が生ずることとなり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなつた場合には自己又は第三者

がその全部又は一部を補てんし、又は補足するため当該顧客又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、

当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは

約束させる行為  

  二  有価証券売買取引等につき、自己又は第三者が当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若し

くは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客又は第三者に財産

上の利益を提供する旨を、当該顧客又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三

者に申し込ませ、若しくは約束させる行為  

  三  有価証券売買取引等につき、当該有価証券等について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てん

し、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため、当該顧客又は第三者に対し、財産上の利益

を提供し、又は第三者に提供させる行為  

２  金融商品取引業者等の顧客は、次に掲げる行為をしてはならない。  

  一  有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第一号の約束をし、又は

第三者に当該約束をさせる行為（当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。）  

  二  有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者との間で、前項第二号の約束をし、又は

第三者に当該約束をさせる行為（当該約束が自己がし、又は第三者にさせた要求による場合に限る。）  

  三  有価証券売買取引等につき、金融商品取引業者等又は第三者から、前項第三号の提供に係る財産上の

利益を受け、又は第三者に当該財産上の利益を受けさせる行為（前二号の約束による場合であつて当該

約束が自己がし、又は第三者にさせた要求によるとき及び当該財産上の利益の提供が自己がし、又は第

三者にさせた要求による場合に限る。）  

３  第一項の規定は、同項各号の申込み、約束又は提供が事故（金融商品取引業者等又はその役員若しくは

使用人の違法又は不当な行為であつて当該金融商品取引業者等とその顧客との間において争いの原因とな

るものとして内閣府令で定めるものをいう。以下この節及び次節において同じ。）による損失の全部又は一

部を補てんするために行うものである場合については、適用しない。ただし、同項第二号の申込み又は約

束及び同項第三号の提供にあつては、その補てんに係る損失が事故に起因するものであることにつき、当

該金融商品取引業者等があらかじめ内閣総理大臣の確認を受けている場合その他内閣府令で定める場合に

限る。  

４  第二項の規定は、同項第一号又は第二号の約束が事故による損失の全部又は一部を補てんする旨のもの

である場合及び同項第三号の財産上の利益が事故による損失の全部又は一部を補てんするため提供された

ものである場合については、適用しない。  

５  （略） 

 

  （適合性の原則等）  

第四十条  金融商品取引業者等は、業務の運営の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、

その業務を行わなければならない。  

  一  金融商品取引行為について、顧客の知識、経験、財産の状況及び金融商品取引契約を締結する目的に

照らして不適当と認められる勧誘を行つて投資者の保護に欠けることとなつており、又は欠けることと

なるおそれがあること。  

  二  前号に掲げるもののほか、業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱いを確保するための

措置を講じていないと認められる状況、その他業務の運営の状況が公益に反し、又は投資者の保護に支
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障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。 

 

 

 

郵政民営化法（平成十七年法律第九十七号）（抄） 

 

（郵便局株式会社法の特例） 

第八十二条 郵便局株式会社は、その成立の時において、郵便局株式会社法第四条第一項に規定する業務又

は同条第二項第一号に掲げる業務若しくはこれに附帯する業務に該当しない業務であって、郵便局株式会

社が営むものとして承継計画において定められたものについて、同条第四項の規定による届出をしたもの

とみなす。 

 

 （同種の業務を営む事業者への配慮） 

第九十二条 郵便局株式会社は、郵便局株式会社法第四条第二項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業

務並びに同条第三項に規定する業務（以下この条において「届出業務」という。）を営むに当たっては、郵

便局株式会社が公社の機能を引き継ぐものであることにかんがみ、届出業務（当該届出業務が他の事業者

の委託を受けて行うものである場合には、当該委託に係る業務を含む。）と同種の業務を営む事業者の利益

を不当に害することのないよう特に配慮しなければならない。 

 

 （業務の制限） 

第百十条 郵便貯金銀行は、次に掲げる業務を行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び

総務大臣の認可を受けなければならない。 

  一～六 （略） 

２～４ （略） 

５ 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、

郵便貯金銀行と他の金融機関等との間の適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそ

れがないと認めるときは、同項の認可をしなければならない。 

  一 日本郵政株式会社が保有する郵便貯金銀行の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の金

融機関等との間の競争関係に影響を及ぼす事情 

  二 郵便貯金銀行の経営状況 

６ 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項の認可の申請があったときは、民営化委員会の意見を聴かなけれ

ばならない。 

 

 （業務の制限） 

第百三十八条 郵便保険会社は、保険の種類（保険金の支払の事由が複数あるときの当該保険金の支払の事

由の組合せその他政令で定める保険の種類の細目を含む。以下この項において同じ。）のうち政令で定める

もの以外の保険の種類の保険の引受けを行おうとするときは、その内容を定めて、内閣総理大臣及び総務

大臣の認可を受けなければならない。ただし、機構を相手方とする保険業法第三条第四項第三号に掲げる

保険の引受けについては、この限りでない。 

２ 郵便保険会社は、保険料として収受した金銭その他の資産を次に掲げる方法以外の方法により運用しよ

うとするときは、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 

 一～六 （略） 

３ 郵便保険会社は、保険業法第九十七条の規定により行う業務以外の業務を行おうとするときは、その内

容を定めて、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければならない。 

４ 内閣総理大臣及び総務大臣は、前三項の認可の申請があった場合において、次に掲げる事情を考慮し、

郵便保険会社と他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害するおそれ

がないと認めるときは、当該認可をしなければならない。 

  一 日本郵政株式会社が保有する郵便保険会社の議決権がその総株主の議決権に占める割合その他他の生

命保険会社との間の競争関係に影響を及ぼす事情 

  二 郵便保険会社の経営状況 
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５ 内閣総理大臣及び総務大臣は、第一項から第三項までの認可の申請があったときは、民営化委員会の意

見を聴かなければならない。 

 

 

 

郵政民営化法施行令（平成十七年政令第三百四十二号）（抄） 

 

 （郵便保険会社の保険の種類） 

第九条 法第百三十八条第一項に規定する政令で定める保険の種類の細目は、次に掲げるものとする。 

  一 再保険であるかどうかの別 

  二 保険期間が被保険者の終身である保険（保険期間満了時の被保険者の年齢が九十年を超える保険を含

む。）であるかどうかの別 

  三 保険契約を締結するに当たっての被保険者の数が一人である保険、二人である保険又は三人以上であ

る保険のいずれであるかの別 

  四 医師による被保険者の診査又は保険契約者若しくは被保険者による被保険者の健康状態の告知を保険

契約の成立の条件とする保険であるかどうかの別 

  五 保険料を一時に払い込む保険又は分割して払い込む保険のいずれであるかの別（保険料を分割して払

い込む保険にあっては、その分割の方法） 

  六 保険契約を締結するに当たって他の保険契約に付することを条件とする保険（第八号において「特約」

という。）であるかどうかの別 

  七 保険金の支払の事由が複数ある保険にあっては、当該保険の保険契約を締結するに当たっての一の保

険金の支払の事由に係る保険金額（年金の年額を含む。以下この項において同じ。）の他の保険金の支払

の事由に係る保険金額に対する割合 

  八 特約にあっては、特約の保険契約を付するに当たっての当該特約の保険契約に係る保険金額（保険金

の支払の事由が複数ある特約にあっては、保険金の支払の事由ごとの保険金額）の当該特約の保険契約

を付する保険の保険契約に係る保険金額（保険金の支払の事由が複数ある保険にあっては、保険金の支

払の事由ごとの保険金額）に対する割合 

  九 契約者配当を行う保険であるかどうかの別（契約者配当を行う保険にあっては、当該契約者配当とし

て保険金額を増加させる保険であるかどうかの別） 

  十 保険料の算定の基礎として保険契約が解約されると見込まれる率を用いる保険であるかどうかの別 

  十一 保険業法第百十八条第一項の規定により同項に規定する特別勘定を設けなければならない保険であ

るかどうかの別 

  十二 保険料又は保険金、返戻金その他の給付金の額が外国通貨で表示される保険であるかどうかの別２ 

法第百三十八条第一項に規定する保険の種類のうち政令で定めるものは、旧簡易生命保険法の規定によ

り旧公社が平成十八年六月三十日において引受けを行っていた保険が属する保険の種類とする。 

２ （略） 

 

 

 

郵便局株式会社法（平成十七年十月二十一日法律第百号）（抄） 

 

（業務の範囲）  

第四条  会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。  

  一  郵便事業株式会社の委託を受けて行う郵便窓口業務  

  二  郵便事業株式会社の委託を受けて行う印紙の売りさばき  

  三  前二号に掲げる業務に附帯する業務  

２  会社は、前項に規定する業務を営むほか、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むことができ

る。  

  一  地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律（平成十三年法律第百二十号）第三

条第五項に規定する事務取扱郵便局において行う同条第一項第一号に規定する郵便局取扱事務に係る業
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務  

  二  前号に掲げるもののほか、銀行業及び生命保険業の代理業務その他の郵便局を活用して行う地域住民

の利便の増進に資する業務  

  三  前二号に掲げる業務に附帯する業務  

３  会社は、前二項に規定する業務のほか、前二項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、前二項に

規定する業務以外の業務を営むことができる。  

４  会社は、第二項第二号に掲げる業務及びこれに附帯する業務並びに前項に規定する業務を営もうとする

ときは、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。 

 

 


